
会計情報レポート

固定資産の減損会計に関する実務上の論点を分かり
やすく解説する本シリーズの第2回である今号では、減
損損失の認識及び回収可能価額の算定に関する実務論
点を取り上げます。なお、文中の意見にわたる部分は、
筆者の私見であることをあらかじめお断りします。

1. 減損損失の認識の判定の基本的考え方
固定資産の減損に係る会計基準（以下、減損基準）は、
資産又は資産グループごとに減損の兆候を把握し、減
損の兆候がある場合には減損損失の認識の有無を判定
することを求めています。減損損失の認識の判定にお
いて、帳簿価額と毎年の割引前将来キャッシュ・フロー
の合計を比較し、帳簿価額の方が大きければ減損損失
を認識し、回収可能価額まで帳簿価額を減額する（減
損損失の測定を行う）ことになります。そのため、減損
損失の認識の判定（及び測定）は、将来キャッシュ・フ
ローの見積り結果に大きく依存します。

2. 将来キャッシュ・フローの見積り
将来キャッシュ・フローの見積りに際しては、まず
主要な資産の特定を行う必要があります。以下、主要
な資産の特定等に関する論点を説明し、その後に将来
キャッシュ・フローの算定に当たっての実務上の留意

事項について解説します。

（1）主要な資産の決定
一般的には、製造業を営み工場設備を保有している
企業では、固定資産全体に占める機械装置の金額的重
要性が高くなり、不動産業などの業種では土地、建物
等の金額的重要性が高いと想定されます。主要な資産
とは、資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能
力にとって最も重要な構成資産（減損基準注解（注3））
とされていますが、固定資産の構成比率が大きい資産
が必ずしも主要な資産に該当するわけではありません。
土地、建物、機械装置等でどれが主要な資産に該当す
るかは、企業の置かれている経営環境によって異なる
と考えられます。
例えば、労働集約的な工場のようなケースでは、安
価で安定的な労働力を確保するために、ヒトや設備を
集約できる土地等の取得が優先される場合があります。
そのような場合には、機械装置よりも土地等が資産グ
ループの将来キャッシュ・フローの生成能力にとって、
より重要な資産と判断されるケースがあります。一方、
高度に自動化された工場では、製品の生産にとって機
械装置の性能が重要な要素であり、かつ、容易に代替
ができない場合があります。また、どの資産も事業運
営にとっては重要であるとして、主要な資産を決定す
ること自体が困難な場合が考えられます。
減損基準や固定資産の減損に係る会計基準の適用指
針（以下、減損指針）には、主要な資産の判定に際し、
具体的な数値基準が存在するわけではないため、実務
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上は、企業の実情に応じて合理的と考えられる資産を
決定することになりますが、事業運営にとって不可欠
であるかどうかといった点や、物理的及び経済的に容
易に取り替えできるかどうかといった点（減損指針23

項）に加え、キャッシュ・フロー生成への貢献の状況
等を踏まえて総合的に判断することが求められると考
えられます。なお、共用資産やのれんは、原則として
主要な資産には該当しません（減損指針24項）。

（2）主要な資産の経済的残存使用年数の把握
将来キャッシュ・フローの総額の見積期間は、主要
な資産の経済的残存使用年数によって決定されます。
将来キャッシュ・フローは、主要な資産の経済的残存
使用年数経過時点までに獲得するキャッシュ・フロー
ですが、経済的残存使用年数が20年を超える場合に
は、21年目以降に見込まれる将来キャッシュ・フロー
に基づいて、20年経過時点の回収可能価額（20年
経過時点の正味売却価額または使用価値）を算定し、
20年目までの割引前将来キャッシュ・フローに加算し
ます（減損基準二 2（2）、減損基準注解（注4））。
なお、主要な資産が土地と判定された場合は、土地
は使用期限が無限であるため、20年を上限として将来
キャッシュ・フローを見積ることになります（減損指
針96項）。

（3）将来キャッシュ・フローの見積りに当たっての
実務上の留意事項

①現在の使用状況や合理的な使用計画の考慮
計画されていない将来における設備投資や事業再編
等により生ずる将来キャッシュ・フローを見積りに含
めることはできません（減損基準注解（注5））。設備
の増強は見込まれていないものの、資産グループの現
在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮した結
果、現在の資産グループの価値を維持するための支出
については、見積りに含めることが求められます。例え
ば、主要な資産が土地であり、20年の将来キャッシュ・
フローを見積る場合に、他の構成資産の経済的残存使
用年数が15年であれば、15年経過時点で現在の価値
を維持するための合理的な設備投資を織り込む必要が
あります。
一方、将来の設備投資や事業再編が計画されている
場合には、当該計画を将来キャッシュ・フローの見積
りに反映することになります。例えば、新たなビジネ
スを開始した会社で、現状は広告宣伝や開発コスト等

の負担が大きく営業損益及びキャッシュ・フローがマ
イナスとなっているものの、市場成長率の裏付けや保
有する技術力を背景に、新たに販売拡大のための戦略
的かつ積極的な設備投資を行う具体的な計画がある場
合、将来の設備投資に係るキャッシュ・アウト・フロー
及び業況拡大に伴う追加キャッシュ・イン・フローを
見積りに織り込むことになります。

②複数の見積方法（単一の見積りと複数の見積り）
将来キャッシュ・フローの見積方法には、生起する
可能性が最も高い単一の金額（最頻値）を見積る方法
と、生起し得る複数の将来キャッシュ・フローをそれ
ぞれの確率で加重平均した金額（期待値）を見積る方
法があります。将来計画等に基づき、単一の金額を見
積る方法をとることが実務上は多いと考えられます
が、固定資産の使用ないし処分に関して複数の選択肢
を検討している状況では、将来生じ得る複数のキャッ
シュ・フローの幅を考慮した期待値による方が有用で
ある場合も考えられます。そのため、複数の選択肢を
生起する確率で加重平均した結果を見積ることも認め
られます（減損基準二 4（3））。
なお、将来キャッシュ・フローが見積値から乖

かい

離
り

す
るリスクを将来キャッシュ・フローの見積り結果に反
映させることは必ずしも求められてはいません。しか
し、乖離するリスクを将来キャッシュ・フローの見積
りに織り込んでいない場合には、減損損失の測定の際
に用いる使用価値の算定における割引率に当該リスク
を反映させる必要があり、実務上は割引率に反映させ
る方法を用いる場合が多いと考えられます（減損指針
39項参照）。

③合理的で説明可能な仮定及び予測の実施
実務では、将来数値の根拠を中長期の経営計画等に
求めることが考えられますが、一般的に長期の経営計
画を策定している会社は少ないと考えられます。その
ため、中期経営計画に基づき、長期の予測を行うケー
スが多いと考えられます。
なお、見積将来キャッシュ・フローが将来の買収等
の期待を含めた内容になっている場合には、合理的で
説明可能な仮定及び予測に基づいていることの要件が
備わっていないと考えられます。さらに、将来高い成
長率が期待されるとして、かなり右肩上がりの将来
キャッシュ・フローとなっている場合には、過去及び
現在の経済環境からみて予測が妥当なものかを説明で
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きない場合が多いのではないかと考えられます。合理
的で説明可能な仮定及び予測に基づいていることの要
件の検討に当たっては、営業活動から生じている損益
等が継続してマイナスであるかなど、減損の兆候の判
定で把握された事象に基づく判断が加味される必要が
あると考えます（減損指針36項参照）。
減損の兆候があると判定した要因と、それに基づく減
損損失の認識の判定における考慮要素を示すと、＜表1＞
のようになります。

1. 回収可能価額の算定の基本的考え方
減損の兆候がある資産または資産グループが、減損
損失の認識の判定の結果、減損損失を認識すべきと判
定された場合は、減損損失の測定を行います。減損損
失は、資産または資産グループの帳簿価額と回収可能
価額の差額となります（減損基準二 3）。

（1）回収可能価額の算定
回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれ
か高い方とされています。

ここで、正味売却価額は、資産または資産グループ
の時価から処分費用見込額を控除した金額と減損基準
で定義されており、また、使用価値は資産または資産
グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずる
と見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値と定
義されています（減損基準注解（注1））。使用価値は、減
損損失の認識段階で利用する将来キャッシュ・フロー
の割引計算の結果となります。
通常は使用価値が正味売却価額を上回る状況が多い
と想定されるため、必ずしも現在の正味売却価額の算
定は求められないと考えられますが（減損指針28項）、
使用価値の算定に当たって、将来時点における正味売
却価額を算定することが求められる場合もあります。そ
の場合には現在の正味売却価額を算定し、それに基づき
将来時点における金額を算定することが考えられます。
また減損指針では実務手続の煩雑性等を考慮し、重
要性が乏しい資産の正味売却価額についての具体的な
取扱いが示されています（減損指針28項、29項、90

項等参照）。

（2）割引率の決定
使用価値は将来キャッシュ・フローの割引計算に
よって求められるため、割引率の決定が重要な考慮要

▶表1　減損損失の認識の判定における考慮要素

Ⅲ　回収可能価額の算定に関する実務論点

減損の兆候の例示 主な要因 減損損失の認識の判定における考慮要素

①営業活動から生じている損
益等が継続してマイナス

業績悪化、過剰投資、新規参入等 • 将来キャッシュ・フローがプラスになる計画の合理的な説
明ができるかどうか

• 含み益のある資産が存在しているかどうか

②回収可能価額を著しく低下
させる変化

主として企業内部での要因が関係する。
例えば
• 事業再編等の経営計画の存在
• 当初予定よりも著しく早期に処分
• 異なる用途への転用
• 建設計画の中止や延期の意思決定　等

• 通常、過去の実績を上回る将来キャッシュ・フローの獲得
を説明することが難しく、達成可能な水準の見積りを行っ
ているかどうか
（例えば、著しく低下させる要因となった意思決定の背景
や、建設計画の中止による影響の検討などが織り込まれて
いるかどうか）

• 資産の処分を早期に予定している場合には、売却の実現可
能性があるか

• 含み益のある資産が存在しているかどうか

③経営環境の著しい変化 主として外部経営環境が関係する。
例えば
• 市場環境の悪化
• 新技術の開発、代替製品の登場
• 法規制　等

• 通常、過去の実績を上回る将来キャッシュ・フローの獲得
を説明することが難しく、達成可能な水準の見積りを行っ
ているかどうか
（例えば、市場環境の悪化の背景や、代替製品の出現等の
検討などが織り込まれているかどうか）

• 追加投資の実施により、回収可能性が説明できるか
• 含み益のある資産が存在しているかどうか

④市場価格の著しい下落 不動産価格等で観察可能な価額の下落 事業活動を源泉とした割引前将来キャッシュ・フローにより、
帳簿価額が回収できるかどうか

＊　減損の兆候の判定における上記①から④の事項のうち、複数の事象が該当する場合も考えられる。
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▶表2　割引率の具体例及び採用に当たっての考慮事項

素となります。実務上多く見られる、将来キャッシュ・
フローが見積値から乖離するリスクを割引率に反映さ
せるケースでは、減損指針126項で示されている割
引率の例が参考になります（＜表2＞参照）。
また、割引率の決定に関しては下記の点に留意する
必要があります（減損指針43、44）。

1. 減損損失の認識と測定段階のそれぞれにおいて、異
なる将来キャッシュ・フローを使い分けることがで
きるか
将来キャッシュ・フローは最頻値による方法または
期待値による方法で見積ることになり、将来キャッ
シュ・フローの見積りを認識と測定で使い分けること
はできないと考えられます。将来キャッシュ・フロー
の見積りは、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づ
き最善の見積りを行う必要がありますが、合理的な仮

定及び予測の数値化方法が認識段階と測定段階で異な
ることは、当該仮定か予測の数値化方法のいずれかが
最善でないこととなり、認められないと考えられます。

2. 減損損失の認識の判定を経ずに減損損失の測定を行
うことができるか
わが国の減損基準の考え方では、減損の存在が相当
程度に確実な場合に限って、減損損失を認識する蓋

がい

然
ぜん

性（確実性）規準として、割引前将来キャッシュ・フ
ローの総額が固定資産の帳簿価額を下回ることを認識
要件としていることから、減損損失の認識の要件に該
当しない場合には、減損損失を計上することはできな
いと考えられます。
この点、減損の兆候が存在する場合には、回収可能
価額を算定し、資産の帳簿価額がその回収可能価額を
上回る場合に、差額を減損損失として認識・測定する
という国際財務報告基準（IFRS）と差異が生じており、
IFRSを採用したほうが早期に減損損失が計上される場
合が多いと考えられます。

• 現在時点（減損損失の測定時点）の割引率を利用
• 通常は単一の割引率を利用
• 税引前の割引率を利用

Ⅳ　その他実務上の論点

実務指針における割引率の例＊ 具体例 考慮事項

①当該企業における当該資産または
資産グループに固有のリスクを反
映した収益率

類似した設備投資の意思決定において継続
的に用いているハードル・レートや事業部
門別資本コスト

• 投資の意思決定等の場面における実際のハードル・
レートの利用の有無

• 事業部門別資本コストを活用する場合には、企業内
外の情報（経営環境等）に照らし修正を加えること
の検討

②当該企業に要求される資本コスト 借入資本コストと自己資本コストを加重平
均した資本コスト
（借入資本コストは発行する長期社債の最
終利回り等が考えられ、自己資本コストに
ついては資本資産評価モデル（CAPM）に
より算定することが考えられる）

借入資本コスト及び自己資本コスト計算の前提につい
ての入手可能性

③当該資産または資産グループに類
似した資産または資産グループに
固有のリスクを反映した市場平均
と考えられる合理的な収益率

類似の賃貸用不動産の還元利回り 合理的な収益率に関するデータの入手可能性

④ 当該資産または資産グループの
みを裏付け（いわゆるノンリコー
ス）として大部分の資金調達を
行ったときに適用されると合理的
に見積られる利率

ノンリコースの借入利率 利用は限定的と解されている（ノンリコースの借入に
よる適用利率を見積ることができる前提が必要）

＊　将来キャッシュ・フローの見積りにその見積値が乖離するリスクが反映されていない場合の例示である。上記①から④を総合的に勘案した割引率とすること
もできる。
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